
第17回議会改革特別委員会 

 

日時：令和８年４月21日（火）  

                       午前１０時～   

場所：委員会室１        

  

 

【 議 事 日 程 】 

第１ 議員定数について 

 

第２ 議員報酬について 

 

第３ 議会活動の発信機能の強化について 

 

第４ その他 

 

【次回日程】令和８年５月13日（水） 午前１０時３０分より 

 

 



回答 154件北本市議会議員定数に関するアンケート【4/9（木）正午時点】  
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その他

請願・陳情等の要望を伝えた

インターネットでの録画配信を見た

本会議・委員会の傍聴に行った

議会報告会・意見交換会に参加した

市議会ホームページを見た

議員のＳＮＳ（X、Facebook、Instagram等）やブログを見た

議員個人のレポート・チラシを読んだ

「議会だより」を読んだ

市議会や議員の活動をどのように知りましたか（３つまで）

関心がある, 100, 65%

どちらともいえない, 52, 
34%

関心はない, 2, 1%

あなたは北本市議会の活動に関心がありますか

関心がある

どちらともいえない

関心はない

投票に行った, 127, 83%

回答しない, 13, 8%

当時は選挙権がなかった

（市外在住・年齢等）, 11, 
7%

棄権した, 3, 2%

2023年（令和5年）4月の北本市議会議員選挙で投票に行きましたか

投票に行った

回答しない

当時は選挙権がなかった

（市外在住・年齢等）

棄権した



※その他の主な意見

・人口減少が進んでいるため、現在の人口に見合った定数に削減すべき。

・県内他市や近隣自治体と比較して、議員１人当たりが受け持つ人口が少ないと思われるため、16～19名程度が妥当。

・立候補者不足による無投票当選のリスクを避けるため、定数を絞って選挙の競争性を維持すべき。

・議論や質問を行わない議員を排除し、制度を理解し質の高い提案ができる人材に限定すべき。

・定数を削減した分の予算を議員報酬に充て、若手や優秀な人材が生活・参入しやすい環境を作るべき。

・議決のしやすさを考慮し、奇数（19名など）への調整を検討すべき。

・地域代表という名目での固定化や、視察成果が市政に反映されないといった不透明な活動実態を改善すべき。

減らすべき, 116, 75%

妥当である, 26, 17%

分からない, 10, 7%

増やすべき, 2, 1%

検討内容を踏まえ、「議員定数」についてどうお考えですか

減らすべき

妥当である

分からない

増やすべき
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特に理由はないが、印象として議員は少ない方がいいと考えるから

その他

議員1人ひとりの能力が高ければ、少数精鋭で十分だと考えるから

議員数を減らし、議会費を削減すべきだから

「減らすべき」と答えた理由
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その他

議員同士による、時間をかけた深い議論（熟議）

議会情報の分かりやすい発信（広報紙・SNS等の充実）

市民の意見を聴く機会（報告会や意見交換会）の充実

市の課題解決に向けた、独自の条例づくりや政策提言

議員定数や報酬などの改革に取り組む

地域の身近な困りごとや要望への迅速な対応

議員の活動内容の見える化（透明性の確保）

市の予算や事業が正しく行われているかのチェック

今後の市議会に期待すること（３つまで）
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その他

定数を変更することによる混乱やコスト増を避けるべきだから

人口規模や事務量に対して、バランスが取れていると思うから

現状の議員数で、市民の意見が十分に反映されていると思うから

「妥当である」と答えた理由
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１人あたりの負担を減らし、より専門的な調査研究を可能にすべきだ

から

多様な市民の声を拾うには、一定の人数が必要だから

「増やすべき」と答えた理由
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総務文教常任委員会委員長報告（抜粋） 

 

１ 審査年月日 令和８年３月４日(水) 

２ 場   所 委員会室１ 

３ 出 席 委 員 今 関 公 美、湯 沢 美 恵、保 角 美 代、現王園孝昭、 

３ 出 席 委 員、大 嶋 達 巳、毛 呂 一 夫 

４ 審 査 結 果 

「議案第20号」北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 

◎「議案第20号」について 

（１）「北本市特別職報酬等審議会はどのようなメンバーで構成されている

のか」と質疑したところ、「北本市内の金融機関の支店長、自治会連合会会

長、商工会会長、関東信越税理士会上尾支部からの推薦者、市民代表や元行

政経験者で構成されています」との答弁がありました。 

（２）「議員報酬を約５％引上げることに至った経緯について」質疑したと

ころ、「審議会では、物価上昇が続く中で令和２年度以降議員報酬が据え置

かれていること、県内類似団体の平均額36万5,714円に対し本市は35万5,000

円と低い水準にあることから、引上げが必要との意見が示されました。さら

に、県内類似団体の最高額である蕨市の41万5,000円、最低額である白岡市

の32万6,000円を踏まえ、中央値の37万500円に近づける観点から５％程度の

引上げが妥当とされ、結果として37万2,000円とする案が取りまとめられま

した」との答弁がありました。 

本案に対する討論はありませんでした。 



令和８年第１回定例会 ３月４日開催 総務文教常任委員会の会議録（粗原稿の抜粋） 
議案第 20号「北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」 

－2－ 

○毛呂一夫委員長 続いて、日程第４、議案第20

号 北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正についての審査を行

います。 

  直ちに質疑に入ります。 

  質疑のある委員の発言を求めます。 

  質疑のある方。 

  今関委員。 

○今関公美委員 議員報酬の条例ですけれども、

私が議員になって、今回こういう条例でここに

出てきたのが初めてのような気がするんですけ

れども、その経緯が分かればお願いします。 

○毛呂一夫委員長 髙橋課長。 

○髙橋良輔総務課長 このたびこちらから提案さ

せていただきました経緯といたしましては、市

議会からお申出ございまして、こちらから提案

をさせていただいているという形になります。 

○毛呂一夫委員長 今関委員。 

○今関公美委員 ありがとうございます。 

  今回の報酬改定ですけれども、議員報酬の

５％引上げですよね。こちらの引上げの経緯を

お願いします。 

○毛呂一夫委員長 髙橋課長。 

○髙橋良輔総務課長 このたび答申で金額が審議

会から示されたわけですけれども、審議会の審

議といたしましては、物価上昇が続く中で令和

２年度以降、議員報酬が増額がまずされていな

いと、そういう状況にあるということと、あと

県内、総務省が示しております県内の類似団体、

同規模自治体間で議員報酬を比較した場合に、

そちらの平均額というのが36万5,714円でした。

これに対しまして、北本市が35万5,000円と低

い金額にありましたので、まず審議の中では引

上げが必要ではないかというような意見がござ

いました。 

  実際にどの程度引き上げるべきかと、そうい

う議論もございまして、先ほど申し上げた類似

団体の中で県内の最高額が蕨市の41万5,000円

になります。最低額が白岡市の32万6,000円で、

その中央値とするのはどうだろうかというそう

いう議論、御意見がございまして、中央値とい

うのが37万500円と。この金額に近い形で５％

程度を引き上げるのはどうであろうかというよ

うな議論から、結果として37万2,000円いう形

でございます。議長に関しましても、そういっ

た形で５％引上げという形での提案内容となっ

ております。 

○毛呂一夫委員長 ほかに御質疑のある方。 

  大嶋委員。 

○大嶋達巳委員 今回の条例改正のもととなって

いるのが、北本市特別職報酬等審議会の答申と

いうことになりますけれども、まずは北本市特

別職報酬等審議会、これは何名の方で構成され

ていて、どういった方、これ個人名が出せるの

か分かりませんが、出せないのであれば肩書で

あるとか、そういった方の職歴等の背景みたい

なものが、あるいはそういったもので選ばれて

いるのか、その関係についてはどのようなもの

になっているんでしょうか。 

○毛呂一夫委員長 髙橋課長。 



－3－ 

○髙橋良輔総務課長 審議会につきましては７人

の方で構成されております。 

  どういった方々かということに関しましては、

まず北本市の中の金融機関の中の金融団の支店

長、また、自治会連合会の会長、商工会の会長、

関東信越税理士会上尾支部から御推薦いただい

た方、あとは市民代表と行政を経験された方と

いうことで人権擁護委員さんですとか、元行政

経験者ですとか、そういった方々が委員として

お務めいただいています。 

○毛呂一夫委員長 大嶋委員。 

○大嶋達巳委員 それで、令和２年以降、物価高

騰等があって、これで上げたと。５％上げたと

いうことは数字で出ていますけれども、審議会

で審査する中では物価高騰はどれぐらいで見た

のであるかとか、あるいはこちらの答申書の表

のほうでは、人事院勧告に伴う一般職の職員の

給与改定の状況等も勘案しているようですから、

こういったものについて、どのような具体的な

数値で見て、その結果として５％になったのか。

それの審議の過程については何か分かるのでし

ょうか。 

○毛呂一夫委員長 髙橋課長。 

○髙橋良輔総務課長 審議会の中では、物価高騰

の率、そういったものが根拠として示されて議

論が進んだわけではございませんでして、先ほ

ど申しましたとおり、同規模自治体の水準と比

較をして、その中央値で見ていこうと。その数

字が大体５％だというところで、物価高騰が続

いているというお話は出ましたけれども、その

数値を基に決めていこうというそういう審議で

はございませんでした。 

○毛呂一夫委員長 いいですか。ありがとうござ

います。 

  ほかに御質疑のある方、いらっしゃいません

か。 

〔発言する人なし〕 

○毛呂一夫委員長 それでは、質疑がないようで

すので、質疑をこれにて終結といたします。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論のある委員の発言を求めます。 

〔発言する人なし〕 

○毛呂一夫委員長 討論はないようですので、討

論はこれにて終結といたします。 

  それでは、これより採決を行います。 

  議案第20号 北本市議会の議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部改正について、

本案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○毛呂一夫委員長 挙手全員です。 

  よって、本案は原案のとおり可決とすべきも

のと決定いたしました。 

  

 



 

（案） 

北本市議会ＳＮＳ運用方針 

 

１. 目的 

本方針は、北本市議会（以下「当議会」という。）が、ソーシャル・ネットワーキング・

サービス（以下ＳＮＳという。）を活用し、住民に身近で開かれた議会を実現することを目

的とする。 

 

２. アカウント情報等 

(1) ＳＮＳ名 Ｘ 

(2) アカウント名 北本市議会 

(3) ユーザー名 @kitamotoshigikai 

 

３. 運用者 

(1) 運用責任者 議長 

(2) 投稿責任者 議会広報広聴委員会委員長 

(3) 発信内容の作成 全議員 

(4) 発信内容の確認及び投稿 議会広報広聴委員会及び議会事務局 

 

４. 発信内容 

(1) 定例会、臨時会、委員会等の情報、議会に関する行事等の情報 

(2) その他投稿責任者が必要と認める情報 

 

５. 掲載手続き 

掲載を希望する議員は、掲載希望日、掲載内容を議会広報広聴委員会へ提出する。すでに

周知されている情報及び議会等の進行状況以外の情報発信を行う場合は、掲載希望日、掲載

内容を議会広報広聴委員会へ提出し、投稿責任者の承認を受ける。 

 

６. 投稿等への対応 

投稿に対するコメントやダイレクトメッセージ等には、原則として返信を行わない。ただ

し、特に投稿責任者が必要と認めたものについては、この限りでない。 

 

７. 利用者に対する禁止事項 

利用者が以下に挙げる内容を含むコメント等を行った場合、予告なく削除等を行う。 

(1) 公序良俗に反する内容  

(2) 違法又は反社会的な内容  

(3) 政治活動、選挙運動、宗教活動又はこれらに類似する内容  



 

（案） 

(4) 当市議会若しくは他の第三者を誹謗、中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける内容 

(5) その他投稿責任者が不適切と判断した内容 

 

８．著作権 

当ＳＮＳ上の文書や画像等の各ファイル及びその内容に関する諸権利は、原則として当

議会又は当議会以外の原著作者に帰属する。 

 

９．個人情報 

当議会アカウントの運用上取得した個人情報は、北本市議会の個人情報の保護に関する

条例（令和５年３月 22日条例第 10号）に基づき適切に取り扱う。 

 

10. 免責事項 

(1) 当ＳＮＳにアクセスしたために被害を受け、又は損害、損失などが生じた場合、当議会

は一切責任を負わない。  

(2) リンク切れなどにより生じた損害、損失などについて、当議会は一切責任を負わない。 

(3) 当ＳＮＳからリンクするリンクサイト（外部サイト）を利用したことにより生じた損

害、損失などについて、当議会は一切責任を負わない。 

 

11. 公開された内容の取下げ 

当議会として不適切と判断された内容が書かれていた場合は、公開を取り下げることや

アカウントを一時停止若しくは終了することがある。 

 

12. 運用方針の変更 

当議会は、必要に応じて予告なく運用方針を変更することがある。 

 

13. その他 

その他ＳＮＳでの発信に関し必要な事項は、議会広報広聴委員会において協議し、定める。 

 


